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	学生宿舎の紹介
学生宿舎の概要 学生宿舎は大学敷地内にあります。学生宿舎での生活の紹介や共同生活のルールなどが詳しく掲載された『学生宿舎ガイドブック』がありますので、ご利用ください。 施設等 経費等 &#160;&#160;区&#160; 分 令和4年度月額料金（円） 令和5年度月額料金（円） 寄宿料 &#160;4,300 4,300 学生宿舎運営費等&#160;&#160; &#160;運営費&#160; &#160;6,500 8,500 &#160;居室電気料 &#160;3,000 5,000 &#160;&#160;合&#160; 計 &#160;13,800 17,800 【補足：令和5年度月額料金について】 2022年度以前入居の一部入居者について、運営費の別料金が適用される入居者がいます（株式会社インボイスのインターネット接続サービスを利用しない入居者）。詳細については2023年度当初の料金掲載表に掲載されます。 &#160;朝食代 （令和４年度実績）年額　75,960円（令和５年度予定）年額　84,400円 ※令和5年度は1食あたり料金の改定が予定されています。 ①寄宿料 いわゆる家賃にあたり、この金額には光熱水料等を含みません。 ②学生宿舎運営費等 運営費は、生活のうえで必要な消耗品（トイレットペーパー・ゴミ袋・掃除用具等）の購入と、施設備品等の修繕・整備費、共用部分の光熱水料及び寝具リース料等に使用されます。居室電気料は、居室ごとの使用量（メーター値）により算出します。各入居者から月額3,000円（令和5年度4月から月額5,000円）を概算で徴収し、年度末または退去時に過不足分を精算します。 ③朝食代 学部１年生から３年生は、学生食堂での朝食摂取を入居の条件としており、寄宿料、学生宿舎運営費等に加えて朝食代の実費を納付いただきます。（参考）令和４年度朝食金額　1食 360円　×　211日　＝　75,960円【実績】 　　　　令和５年度朝食金額　1食 400円　×　211日　＝　84,400円【予定】 ①寄宿料、②学生宿舎運営費等については、前期・後期にそれぞれ６か月分を、③朝食代については前期に年間分を納付いただきます。 令和５年度後期分寄宿料等の納付（口座引落）日程については、以下をご確認ください。 寄宿料等の支払いに関するお問い合わせは下記担当までご連絡ください。 学生宿舎の生活 規則等について 入居者は、学生宿舎に関する規則等を守るよう義務づけられています。（『学生宿舎ガイドブック』をご確認ください。） 食事 学生宿舎内には食堂はありませんが、大学構内の食堂で食事ができるようになっています。宿舎内には各階毎に炊事ができるよう補食室(台所)があります。なお、学部１年生～３年生の入居者は、学生食堂で朝食を摂ることが条件となっています。（日曜日、祝日及び長期休暇中を除く） 寝具 寝具一式は、保健衛生上、リースします。(持ち込み不要) 駐車場について 学生宿舎駐車場の使用は許可制です。ただし、許可できる台数には限りがあるため、原則として学部２年生以上の入居者に限り、駐車台数の枠内で許可証を発行しています。大学構内への車の乗り入れは、全入居者とも禁止です。 その他 先輩が部屋に持ち込んでいる物としてTV、冷蔵庫、小型のステレオ、エアコン、扇風機等が見受けられます。いずれの場合も、部屋(スペース)を確認後、とり揃えることをお勧めします。（中には仕方なく他人にあげたり、処分したりする人もいます。） 学生宿舎会 学生宿舎には、学生宿舎規則第28条第1項の規定に基づき、学長の指導監督のもとに自律的な生活体験を通じて人間形成の発展を助長し、良好な勉学と生活環境をつくることを目的とした『学生宿舎会』があります。 会は宿舎入居者全員を構成員としています。 名称 鹿屋体育大学学生宿舎会 [&#8230;]

